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１精神障害者保健福祉手帳 

 

１精神障害者保健福祉手帳  

障害のある方が、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので

す。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために、手帳を持っている方に

様々な支援策が講じられています。 

 

対象となる方 

何らかの精神疾患（てんかん、発達障害などを含みます）により、長期にわ

たり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。 

 

 

 

 

※手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から６か月以上経過していることが必要になります。 

※ICD-１０コード F７（精神遅滞）が主病名の場合は精神障害者保健福祉手帳の対象になりません。 

※知的障害と精神疾患を両方有する場合は、愛の手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方の制度の対象にな

る場合があります。 

精神障害者保健福祉手帳の等級は、１級から３級まであります。 

１級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

（概ね障害年金１級に相当） 

２級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著

しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金２級に相当) 

３級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日

常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの（概ね

障害年金３級に相当） 

※精神保健福祉手帳の判定は、東京都が行っています。 

東京都立中部総合精神保健福祉センター精神保健福祉手帳担当 ☎03-3302-7739 

 

統合失調症うつ病、双極性障害などの気分障害てんかん薬物やアルコールによる急

性中毒またはその依存症高次脳機能障害発達障害（自閉症、学習障害、注意欠陥多

動性障害等）その他の精神疾患（ストレス関連障害等） 
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申請手続き（必要なもの） 

１．申請書 

東京都指定の複写式用紙は「申請窓口（１-４頁）」にご用意しています。 

 

２．手帳に貼付する写真 

縦４cm×横３cm、脱帽、上半身、１年以内に撮影の無背景のもの。 

カラー・白黒いずれも可。写真の裏に氏名と生年月日をご記入ください。 

 

３．以下の１，２のいずれかの書類 

１．診断書で申請する場合 

・精神障害者保健福祉手帳診断書 

新規申請の場合は、初診日から６か月経過し

ていることが必要です。 

診断書の使用期限は、医療機関で発行されて

から３か月間です。 

２．障害年金で申請する場合 

・精神障害を事由とする障害年金または特別障

害給付金を現に受給していることを証明する

書類 

障害年金証書、障害年金裁定通知書、 

障害年金振込通知書（最新のもの）、 

特別障害給付金受給資格者証、 

または特別障害給付金支給決定通知書 

・同意書 

 

 

４．（更新の方のみ）現在交付を受けている手帳の写し 

 

５．本人確認書類 

申請窓口に来る方の本人確認書類が必要です。写真の有無により、１点また

は２点で確認をさせていただきます。 

【１点で確認】 

「写真付き」で「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が確認できるも

の（例）マイナンバーカード、免許証、パスポート、在留カード等 

【２点で確認】 

（例）保険証、生活保護受給証明書、年金手帳等 
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６．現住所確認書類の写し 

身分証に記載の住所と現住所が異なる方のみ必要です。 

（例）賃貸借契約書、火災保険の証書、施設の入所契約書、住民票の写し、 

生活保護受給証明書等 

 

７．（代理人が申請する場合）代理権の確認書類 

任意代理人の場合⇒委任状 

法定代理人の場合⇒成年後見の登記事項証明書など代理権が確認できる書類 

 

申請窓口 

健康部保健予防課青戸４－１５－１４（健康プラザかつしか） 

☎03-3602-1274 

【地区の窓口】 

金町保健センター  金町４－１８－１９  ☎03-3607-4141 

新小岩保健センター 西新小岩４－３３－２ ☎03-3696-3781 

（にこわ新小岩） 

水元保健センター  東水元１－７－３   ☎03-3627-1911 

高砂区民事務所   高砂３－１－３９   ☎03-3659-3336 

堀切区民事務所   堀切３－８－５    ☎03-3693-4184 

 

（注）葛飾区役所（立石５－１３－１）では受付を行っていません。 

 

郵送での手続き 

（１）ご希望の場合、診断書等の必要書類を郵送で送付いたします。保健予防課保健予

防係にご連絡ください。 

（２）郵送申請の場合、申請日は保健予防課の受理日となります。（投函日に遡って受

理することはできません。） 

（３）郵送申請の際は、本人確認書類はコピーの同封をお願いします。 

（４）郵便事故に関しての責任は負いかねますので、書類郵送の際は「簡易書

留」の利用をお勧めします。 

 

 

 

 

 

郵送先 

〒１２５-００６２葛飾区青戸４-１５-１４ 

保健予防課保健予防係 手帳担当あて 

☎03-3602-1274 
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手帳の有効期間 

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は原則２年です。新規申請の場合、申請

日から２年が経過する日の属する月の末日が有効期限となります。更新は、手

帳の有効期限の３か月前から申請できます。 
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精神障害者保健福祉手帳を用いて受けられる主なサービス・支援（一覧） 

サービス内容につきましては、各窓口にお問い合わせください。 

サービス・支援 問い合わせ先 参照頁 

心身障害者福祉手当 

～精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方～ 

保健予防課 

注）身体障害者手帳１級・２級(内部障害は３級)または愛の

手帳１度・２度をお持ちの方は、福祉部障害福祉課へお問

い合わせください。 

１-６ 

心身障害者医療費助成制度（マル障）

～精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方～ 

２-７ 

精神障害者移動支援事業 保健予防課 ３-１ 

税金の減額・免除 
税務課（葛飾区役所） 

葛飾税務署、都税事務所 

３-３ 

都営交通乗車証の発行  ３-４ 

都内路線バスの運賃の割引  ３-４ 

タクシー運賃の割引 
都内の一部のタクシー会社 

（各事業者にお問い合わせください。） 

 

都営住宅の入居、特別減額（特別

減額は１級及び２級）、使用継承制度 

東京都住宅供給公社募集センター 

 

３-５ 

都立施設の無料利用 （各施設にお問い合わせください。） ３-５ 

都立公園内駐車場の無料利用 （各施設で手帳を提示してください。） ３-５ 

休養ホーム利用料の助成 財団法人日本チャリティ協会 ３-６ 

NTT の電話番号案内の無料利用 NTT ３-６ 

携帯電話の割引料金 （各携帯電話会社にお問い合わせください。） ３-６ 

NHK 放送受信料の減免 NHK 視聴者コールセンター ３-６ 

駐車禁止規制の除外 住所地を管轄する警察署 ３-６ 

航空旅客運賃の割引 （各航空会社にお問い合わせください。） ３-７ 

葛飾区施設使用料等の減免 （各施設等にお問い合わせください。） ３-７ 

成年後見制度利用支援事業 葛飾区社会福祉協議会 ３-９ 

障害のある方の就労相談 障害者就労支援センター 

ハローワーク（公共職業安定所） 

５-１ 

５-２ 

手帳に関する東京都の問い合

わせ先 

【交付について】 

東京都立中部総合精神保健福祉センター 

☎03-3302-7739 

【制度について】 

東京都福祉局障害者施策推進部 

精神保健医療課生活支援担当 

☎03-5320-4464 
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２心身障害者福祉手当（精神障害）※精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 １級 をお持 ちの方  

障害のある方に手当を支給することにより、福祉の増進を図ることが目的です。 

 

対象となる方 

６５歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方。 

ただし、６５歳以上の方でも、都内からの転入者で６５歳未満に手帳の交付を

受けた方、または都内からの転入者で同種の手当を支給されていた方は申請で

きる場合がありますのでお問い合わせください。 

※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 

（１）身体障害者手帳・愛の手帳等を所持し、すでに心身障害者福祉手当を受

給している方 

（２）難病患者福祉手当・児童育成手当（障害手当）を受給している方 

（３）規則で定める施設に入所している方 

（４）所得制限基準額を超える方（２０歳未満の時は保護者の所得による） 

 

事業内容 

１．手当（月額）７，７５０円 

 

２．支給月４・８・１２月 

 

申請手続き（必要なもの） 

１．申請書 

指定の用紙は「申請窓口（１-７頁）」にご用意しています。 

 

２．受給者本人名義の預金通帳（葛飾区振込可能金融機関に限る） 

（注）２０歳未満の受給者の方は保護者名義の預金通帳 

 

３．精神障害者保健福祉手帳 

 

４．住民税課税・非課税証明書（転入された方のみ） 

（注）２０歳未満の方は保護者の住民税課税・非課税証明書になります。 
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（注）個人番号（マイナンバー）による情報連携が開始されたため、原則と

して住民税課税・非課税証明書の提出は不要となりました。ただし、

所得情報が不明な場合は提出を求めることがあります。 

 

５．個人番号（マイナンバー）確認書類 

「マイナンバーカード」「マイナンバー通知カード（住所・氏名に変更が

ないものに限る）」「マイナンバー記載の住民票」のいずれか１点 

対象者が２０歳未満の場合は、本人と申請する保護者の２人分の番号確認書類

が必要になります。 

 

６．本人確認書類 

申請窓口に来る方の身分証が必要です。身分証の種類によって、１点または２

点で確認をさせていただきます。 

【１点で確認】 

「写真付き」で「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が確認できるも

の（例）マイナンバーカード、免許証、パスポート、在留カード等 

【２点で確認】 

（例）保険証、生活保護受給証明書、自立支援受給者証、写真なしの障害者手

帳、年金手帳等 

 

７．（代理人が申請する場合）代理権の確認書類 

任意代理人の場合⇒「委任状」 

法定代理人の場合⇒「戸籍謄本など法定代理人を証明する書類」 

 

申請窓口（精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方） 

健康部保健予防課青戸４－１５－１４（健康プラザかつしか） 

☎03-3602-1274 

（注）葛飾区役所（立石５－１３－１）では受付を行っていません。 
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２ 医療費助成（自立支援医療など） 

 

１ 自立支援医療（精神通院医療） 

 

制度の概要 

精神疾患のための通院による継続的な治療を受ける場合の負担軽減を図る制

度で、通常、医療保険では医療費の３割が自己負担となりますが、自立支援医

療費制度を併用した場合、自己負担は原則１割に軽減されます。 

また、この制度は、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんか

んの診療及び薬代等も対象としています。 

 

対象の医療機関 

申請にあたり、利用する医療機関等を申請書に記入していただきます。 

自立支援医療費制度が適用される医療機関等は、都道府県知事または政令市長

から指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定を受けている医療機関等に

限られます。 

申請前に、指定を受けているか医療機関等へご確認ください。 

 

対象となる疾病 

（１） 病状性を含む器質性精神障害（Ｆ０） 

（２） 精神作用物質使用による精神及び行動の障害（Ｆ１） 

（３） 統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害（Ｆ２） 

（４） 気分障害（Ｆ３） 

（５） てんかん（Ｇ４０） 

（６） 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害（Ｆ４） 

（７） 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群（Ｆ５） 

（８） 成人の人格及び行動の障害（Ｆ６） 

（９） 精神遅滞（Ｆ７） 

（10）心理的発達の障害（Ｆ８） 

（11）小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害（Ｆ９）        

※ICD-１０（国際疾病分類第１０版）によるもの 

※詳細は医療機関にご相談ください。 
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自己負担の軽減 

 自己負担は原則１割ですが、世帯の住民税額や、受診者本人の収入・疾患等

の状況に応じて月額負担上限額が設定されます。 

※原則、医療保険の加入単位（受診者と同じ医療保険に加入する方）をもっ 

  て、同一の「世帯」として取り扱います（ただし、受診者が１８歳未満の 

場合については、受診者と保護者が同一の医療保険に加入していない場合 

であっても、受診者と保護者を同一の「世帯」とみなします。）。 

 

東京都・葛飾区独自の精神通院医療費助成制度 

住民税非課税世帯の方は、下記の制度により窓口負担が０円になります。

（都外の医療機関等を受診する場合、後日償還払いとなることもあります。） 

健康保険等 助成制度 実施主体 

葛飾区の国民健康保険 国保受給者証 

 

葛飾区 

後期高齢者医療、国民健康保険組

合、その他の健康保険等 

東京都医療費助成制度 東京都 

※葛飾区以外の自治体が保険者の国民健康保険に加入されている場合は、保険

証を発行している自治体に同様の制度があるかご相談ください。 
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申請手続き（必要なもの） 

１．自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書 

東京都指定の複写式用紙を「申請窓口（２-５頁）」にご用意しています。（医療

機関・薬局は指定制です。名称、所在地、電話番号を確認し、記入できるようにし

ておいてください。） 

 

２．自立支援医療診断書（精神通院） 

診断書の使用期限は、診断書記載日より３か月間です。 

更新申請の場合、診断書の提出は２年に１回必要となります。（診断書の要不要

は、受給者証左上部に記載がありますのでご確認ください。） 

上記以外に、自立支援医療診断書（精神通院）が不要な場合があります。詳しく

は（自立支援医療診断書（精神通院）が不要な方（２-５頁）をご覧ください。 

 

３．健康保険証等の写し 

健康保険等 必要な健康保険証等 

葛飾区の国民健康保険または後

期高齢者医療制度 

受診者分 

国民健康保険組合、葛飾区以外

の国民健康保険または後期高齢

者医療制度 

同一の健康保険に加入している世帯員

全員分 

社会保険・共済 受診者分 

生活保護 生活保護受給証明 

  ※受診者が未成年の場合は保護者の健康保険証等の写しも必要。 
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４．世帯の住民税が確認できる書類 

健康保険等 必要な方 必要な書類 

国民健康保険 

後期高齢者医療 

国民健康保険組合 

同一の健康保険に加入

している世帯員全員分 

（１８歳未満の方は不要） 

住民税課税証明書 

住民税非課税証明書 

のいずれか 

（注）源泉徴収票は使え

ません 

社 会 保 険 

共     済 

被保険者分 

（被保険者が非課税の場合

は受診者分も必要。但し

１８歳未満の方は不要） 

前年（または前々年）１月１日時点で葛飾区に住民票のあった方は区民税額等を

把握できるため提出不要です。 

申請日の前日時点で葛飾区に住民票があり、１月１日時点で葛飾区外に住民票の

あった方も、「９．世帯調書」の提出があれば、マイナンバーによる情報連携で区

市町村民税額等を把握できるため提出不要です。 

未申告等の理由で所得が確認できない世帯員がいる場合や、何らかの理由でマイ

ナンバーによる情報連携ができない場合に、収入の申告や住民税が確認できる書類

の提出をお願いすることがあります。 

 

５．国保受給者証交付申請書 

葛飾区の国民健康保険にご加入で、住民税非課税世帯の方のみ必要です。 

 

６.（新規の方以外）現在交付を受けている自立支援医療受給者証・国保受給者証 

 

７．本人確認書類 

  申請窓口に来る方の身分証が必要です。身分証の種類によって、１点または２点

で確認させていただきます。 

 【１点で確認】 

「写真付き」で「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が確認できるもの 

（例）マイナンバーカード、免許証、パスポート、在留カード 等 

【２点で確認】 

「写真なし」で「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が確認できるもの 

（例）保険証、生活保護受給証明書、年金手帳 等 

 

８．（代理人が申請する場合）代理権の確認書類 

任意代理人の場合 ⇒ 委任状 

法定代理人の場合 ⇒ 成年後見の登記事項証明書など代理権が確認できる書類 
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９．世帯調書 

税額確認が必要な方のうち１月１日時点で葛飾区外に住所があった方で、「４．

世帯の住民税が確認できる書類」をお持ちでない方は「個人番号」と「１月１日時

点住所」を世帯調書へ記載し、提出いただく必要があります。 

 

申請時に自立支援医療用診断書が不要な方 

１．受給者証左上部に「診断書が不要」の記載があり、有効期限までに更新の手続き

をされる方。 

 

２．精神手帳と自立支援（精神）の申請を同時に行い、手帳用診断書をお持ちの方。 

ただし、課税世帯でＩＣＤ-１０コードがＦ４～Ｆ９のいずれかの疾病の方は、手

帳用診断書のほかに「重度かつ継続に関する意見書」を医師に記入していただき、

ご提出いただく可能性があります。 

 

３．手帳用診断書で作成した精神手帳をお持ちの方は、精神手帳の写しで自立支援

（精神）の新規または再開申請ができます。 

ただし、精神手帳の有効期限が１年未満の場合は同じ有効期限の受給者証が交付

されます。 

また、申請した次の年の継続（更新）は診断書が必要になります。 

 

申請窓口 

健康部保健予防課  青戸４－１５－１４（健康プラザかつしか） 

☎03-3602-1274 

【地区の窓口】 

金町保健センター  金町４－１８－１９  ☎03-3607-4141 

新小岩保健センター 西新小岩４－３３－２ ☎03-3696-3781 

（にこわ新小岩） 

水元保健センター  東水元１－７－３   ☎03-3627-1911  

高砂区民事務所   高砂３－１－３９   ☎03-3659-3336 

堀切区民事務所   堀切３－８－５    ☎03-3693-4184 

 

（注）葛飾区役所 （立石５－１３－１）では受付を行っていません。 
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郵送での手続き 

（１）ご希望の場合、診断書等の必要書類を郵送で送付いたします。保健予防課保健予

防係にご連絡ください。 

（２）郵送申請の場合、申請日は保健予防課の受理日となります。（投函日に遡って受

理することはできません。） 

（３）郵送申請の際は、本人確認書類はコピーの同封 をお願いします。 

（４）郵便事故に関しての責任は負いかねますので、書類郵送の際は「簡易書

留」の利用をお勧めします。 

 

 

 

 

 

自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方へ 

●有効期間は原則１年です。 

●継続（更新）申請は、支給認定の有効期間が終了する日の３か月前から行うことが

できます。 

●継続（更新）には診断書が必要です。ただし、診断書を提出した次の年の継続（更

新）で、症状及び治療方針の変更が無く、有効期間内に手続きする場合は診断書が

不要になります。 

●受給者証に記載されている内容（氏名・医療機関など）や加入している健康保険が

変わった場合は、変更手続きが必要です。 

●世帯員変更があった場合に自己負担限上限額が変わることがあります（２-２頁）。

ご不明な点はお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵送先 

〒１２５－００６２葛飾区青戸４－１５－１４   

保健予防課保健予防係自立支援医療担当あて ☎03-3602-1274 
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２ 心身障害者医療費助成制度（マル障） ※精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 １級 をお持 ちの方  

医療保険の自己負担額の全額または一部を助成します。 

 

対象となる方 

 医療保険に加入している６５歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳１級を

お持ちの方。 

  ただし、６５歳以上の方でも、都外からの転入者で６５歳未満に手帳の交

付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は申請

できる場合がありますのでお問い合わせください。 

※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 

 （１）所得制限基準額を超える方（２０歳未満の時は世帯主等の所得による） 

 （２）生活保護受給中の方 

 （３）中国残留邦人等支援給付を受けている方 

 （４）規則で定める施設に入所している方 

 （５）後期高齢者医療費制度の受給者で、住民税が課税されている方 

  

申請窓口（精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方） 

健康部保健予防課 青戸４－１５－１４（健康プラザかつしか） 

☎03-3602-1274 

（注）身体障害者手帳１・２級（内部障害は３級まで）または愛の手帳１・２度をお持ちの方は、 

葛飾区役所 ☎03-3695-1111（代表）より福祉部障害福祉課へお問い合わせください。 
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申請に必要なもの 

・精神障害者保健福祉手帳 

・健康保険証 

・住民税課税・非課税証明書（転入された方のみ） 

（注）２０歳未満の方は、健康保険証の世帯主または被保険者の住民税課税・非課税証明書になります。 

（注）都内転入の方は、マル障受給者証交付状況連絡票があれば住民税課税・非課税証明書は不要です。 

 

※住民税課税・非課税証明書に代わり、マイナンバーによる資格審査も可能

です（下記（１）～（３）の書類をご持参ください）。 

 （１）マイナンバーの確認に必要な書類（いずれか１点） 

・マイナンバーカード 

・通知カード（住所・氏名に変更がないものに限る） 

・個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれか１つ    

 なお、いずれも用意ができない場合は手続き時にその旨お申し出ください。 

（注）２０歳未満の方は健康保険証の世帯主または被保険者及び本人のマイナンバーが必要です。 

 

（２）本人確認（代理申請の場合も含む）に必要な書類 

A 本人（または代理人）の顔写真が掲載されている官公署の発行した

証またはこれに類するもの 

   （例）マイナンバーカード、（身体・精神）障害者手帳、愛の手帳、運

転免許証（経歴証明書でも可）、パスポート、在留カード、特別永

年者証明書、などのうちいずれか１つ 

B 上記 A の提示が困難な場合 

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、

その他官公署が発行した書類であって氏名、生年月日、住所が記載され

ているもののうちいずれか２つ 

 

（３）代理権の確認に必要な書類 

     代行者が申請手続する場合には、（１）と（２）に加え、下記の書類が

必要です。 

  ア  法定代理人の場合：戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等の法

定代理人であることを証する書類、その他 官公署が発行した書類で

あって代理権が確認できるもの（健康保険証など） 

   イ  任意代理人の場合：委任状（申請者が直筆できない場合は任意代理

人による代筆可） 
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事業内容 

 交付されたマル障受給者証を医療機関の窓口に掲示することにより、保険診

療医療費の自己負担分の全額または一部を助成します（入院時食事療養費や保

険診療以外の費用は、助成の対象になりません）。本人（２０歳未満の方は健

康保険証の世帯主または被保険者）の住民税の課税状況により、助成の範囲が

異なります。 

・住民税非課税者 

保険診療医療費の自己負担分の全額を助成します。 

・住民税課税者 

医療費の１割が本人負担額となります。なお、本人負担額には、１か月ご 

との上限があります。 

外来１か月上限 １８,０００円（年間上限：１４４,０００円） 

入院１か月上限 ５７,６００円（多 数 回： ４４,４００円） 

 

※東京都外の医療機関など、窓口でマル障受給者証が使用できない医療機関で

受診した場合は、領収書（原本）、健康保険証、本人名義の預金通帳、マル

障受給者証を持参のうえ、保健予防課窓口で医療費支給申請の手続きを行っ

てください。 

 

保険証が変わったとき 

加入している保険証に変更があったときは、次のものを持って、必ず保健予

防課窓口へ届け出てください。 

＜必要なもの＞  

①マル障受給者証、②（変更後の）健康保険証 

 

受給者証の返還 

次の場合、受給者証を保健予防課窓口へお返しください。 

・葛飾区から転出したとき。 

・生活保護を受けるようになったとき。 

・中国残留邦人等支援給付を受けるようになったとき。 

・保険の自己負担分が助成される施設に入所したとき。 

・助成事由消滅通知書を受け取ったとき。 

・受給者証の有効期限が切れたとき。 

・住民税課税の方が、後期高齢者医療制度に加入したとき。 

・受給されている方がお亡くなりになったとき。 
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受給者証の再交付が必要なとき 

次の場合、受給者証を持って、必ず保健予防課窓口で受給者証の再交付の手

続きをしてください。 

・住所・氏名が変わったとき 

・受給者証を破ったり、汚したりして使えなくなったとき 

・受給者証を無くしたとき 

※再交付を受けた方が、無くした受給者証を発見したときには、すみやかに保健予防課へ

返却してください。 

 

問い合わせ（精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方） 

健康部保健予防課 青戸４－１５－１４（健康プラザかつしか） 

☎03-3602-1274 

 

（注）身体障害者手帳１級・２級（内部障害は３級まで）または愛の手帳１度・２度をお持ちの方は、 

葛飾区役所 ☎03-3695-1111（代表）より福祉部障害福祉課へお問い合わせください。 
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３ 小児精神病医療費助成制度  

制度の概要 

精神科病床における入院医療費の助成を行います。健康保険が適用される入

院費について、食事代を除いた残額（自己負担分）を助成します。なお、差額

ベッド代などは対象外です。 

 

対象となる方 

都内に住民登録がある１８歳未満の方で、精神疾患のため精神科病院または

精神科病床に入院している方 

 

対象となる疾病の範囲 

（１）精神障害で入院医療を要する疾病 

（２）精神障害に付随する軽易な疾病（付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する

精神科病床の医療担当者において行い得る医療をいう。） 

 

申請手続き（必要なもの） 

申請窓口に次の書類を提出してください。 

（１）医療費助成申請書 

（２）診断書（所定の様式で、申請日前３か月以内に作成されたもの） 

（３）住民票（対象の方と申請者の続柄が記載されており、申請日前３か月以

内に発行されたもの） 

（４）健康保険証の写し 

※詳細は、保健予防課にお問い合わせください。 

 

申請窓口 

健康部保健予防課  青戸４－１５－１４（健康プラザかつしか） 

☎03-3602-1274 

【地区の窓口】 

金町保健センター  金町４－１８－１９  ☎03-3607-4141 

新小岩保健センター 西新小岩４－３３－２ ☎03-3696-3781 

（にこわ新小岩） 

水元保健センター  東水元１－７－３   ☎03-3627-1911 

 

（注）区民事務所や葛飾区役所（立石５－１３－１）では受付を行っていません。 
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３ 生活の援助 

 

１ 精神障害者移動支援事業（地域生活支援事業） 

精神障害のために外出することが困難な方の自立と社会活動への参加を促進

することが目的です。 

 

対象となる方  

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で有効期限内の方 

※ただし、重度訪問介護または行動援護を利用できる方、葛飾区心身障害者移動支援事

業実施要綱（１８葛福障第４３６号）に基づく移動支援事業を利用できる方、特定施

設等に入所されている方はご利用いただけません。 

※区内に居住する方または居住地特例により区が介護給付費等の支給決定を行っている

方が対象になります。 

 

事業の内容  

精神障害者が次の理由で外出する場合に、移動介助または付き添いを行いま

す。 

①社会参加を促進する余暇活動、学習活動等に参加すること。 

②健康の維持増進等に資する行為を行うこと。 

③財産の保全、就職活動等を行うこと。 

④官公庁等の公的機関に手続きを行うこと。 

⑤冠婚葬祭等の社会生活に関する行事に参加すること。 

⑥その他区長が適当と認める事由 

 

事業の対象にならないもの  

①定期的な通院、通勤のための外出 

②営業活動等の営利目的、宗教、政治目的による外出 

 

申請窓口  

健康部保健予防課 青戸４－１５－１４（健康プラザかつしか） 

☎03-3602-1274 
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サービス提供事業者 

区（保健予防課）と委託契約した事業者がサービスを提供します。 

 

利用可能時間・有効期限 

 ①１か月あたりの利用可能上限時間数及び有効期間は、移動支援利用者証に

記載した時間数となります。 

 ②利用時間は利用者の住まいの到着時または、待ち合わせの場所到着時か

ら、ヘルパーと別れる時までの間とします。 

 ③サービスの支給決定は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限を超えない範

囲で行います。（精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは、有効期限の３

か月前から受付しています。） 

 

精神障害者保健福祉 

手帳の障害等級 
上限時間数 

１級 ２０時間 

２級 １５時間 

３級 １０時間 

 

利用者負担 

１か月あたりの利用可能上限時間数までは無料となります。利用可能上限額

を超える場合は全額自己負担となります。 

 

①「利用者の住まい」または「待ち合わせ場所」が事業者の届け出ている区

域内の場合は、待ち合わせ場所への移動支援者の交通費は、サービス提供

事業者の負担とします。 

②利用者が移動支援者と他の場所へ移動する際の交通費は、利用者負担とし

ます。 

③有料施設等を利用した際の入場料等は利用者負担とします。 

 

 

身体障害のある方、知的障害のある方の障害福祉サービス（移動支援等） 

をご利用いただく場合は、葛飾区役所☎03-3695-1111（代表）より 

福祉部障害福祉課へお問い合わせください。 
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２ 税金の減額・免除 

 

※制度については、各窓口にお問い合わせください。 

税の種類 該当等級 内容・窓口 

所得税  

 

 

精神保健福祉

手帳 

１級から３級

まで 

納税者自身、又控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場

合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。 

確定申告⇒葛飾税務署 立石８－３１－６ ☎03-3691-0941 

給与所得の方⇒勤務先 

住民税の申告⇒葛飾区役所 税務課 課税係 ☎03-5654-8550 

住民税 

相続税 納税金額から、財産を取得した本人が満８５歳になるまでの年数

及び級に応じた額が控除されます。（平成２２年３月３１日以前

に財産を取得した場合の年齢要件は「７０歳未満」となりま

す。） 

葛飾税務署 立石８－３１－６ ☎03-3691-0941 

贈与税 親族等の個人が、金銭、有価証券、金銭債権、または一定の要件

を満たす不動産を贈与する場合、信託銀行との間で「特定障害者

扶養信託」の契約を結ぶと、信託受益権の価格のうち１級の方は

６千万円まで、２級３級の方は３千万円まで非課税になります。 

葛飾税務署 立石８－３１－６ ☎03-3691-0941 

利子等の非課税 マル優、特別マル優について、非課税制度を利用できます。 

⇒金融機関、証券会社の各営業所等 

自動車税 

軽自動車税 

自動車取得税 

※令和元年１０

月１日から「自

動車取得税」廃

止 

精神保健福祉

手帳１級で 

自立支援医療

（精神通院）

を受けている

方 

（１）左の対象者または生計を同じくする方が、対象者の通院等

に使用する車に対して減免されます。 

（２）軽自動車税の場合、左の対象者のうち、単身生活者の所有

する車で、常時介護者により通院等に使用される車に対しても、

減免されることがあります。 

（平成２１年度から、減免額に上限が設定されています） 

自動車税・自動車取得税⇒ 東京都自動車税コールセンター 

             ☎03-3525-4066 

軽自動車税      ⇒ 葛飾区役所 税務課 収納管理係 

             ☎03-5654-8201 

個人事業税 １級から３級

まで 

本人または障害者を扶養している方が、前年度の総所得が３７０

万円以下の場合、級に応じた額が減免されます。 

台東都税事務所 事業税課 個人事業税班 

台東区雷門１－６－１ ☎03-3841-1683 
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３ 都営交通乗車証の発行 

都電、都営バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーに無料で乗車できます。ただ

し、シルバーパス、その他の無料乗車券の所持者は対象外です。 

（１）申請・発行窓口 

２３区内の都電、都営バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所 

＜問い合わせ先＞ 

東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当 

☎03-5320-4464 

（２）手続き方法 

 申請・発行窓口で手帳を提示し、申請書に必要事項を記入してください。 

 その場で発行します。（発行手数料は無料です。） 

 なお、有効期限が過ぎた手帳や手帳申請書の控えでは発行できません。 

（３）継続手続き 

  有効期間は、発行日から２年間です。有効期限の１３日前から継続手続きができ

ます。継続に必要な書類は、手帳、申請書、及び現在お持ちの乗車証です。 

 

 

４ 都内路線バスの運賃の割引 

（１）対象者 

  東京都が発行する、写真が貼付された手帳をお持ちの方（ご本人のみ） 

（２）適用範囲 

  東京都内を運行する一般路線バスの都内区間です。東京都内で乗車し、かつ東京

都内で降車（下車）する場合のみ適用になります。 

（３）割引運賃 

  運賃が半額になります。パスモ・スイカを利用される際にも適用になります。

（購入・チャージの時点では割引になりませんが、バス運賃支払時に割引が適用さ

れます。）定期券は割引になりません。 

（４）実施バス事業者（都内区間のみ） 

  京成タウンバスほか ※事業者にお問い合わせください。 
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５ 都営住宅の入居、特別減額（特別減 額は１級及 び２級）及び使用承継制度 

（１）５月と１１月の募集において優遇抽選のある地区に申込みをした場合、一般世

帯に比べて当選倍率が５倍（３級の方）または７倍（１級または２級の方）になり

ます。８月及び２月の募集は、ひとり親、高齢者、心身障害者等の限定募集となり

ます。 

（２）既に入居している１級または２級の方で、所得が一定額以下の場合、使用料の

特別減額が受けられます。 

（３）都営住宅の使用承継制度 

  都営住宅の使用承継は原則として名義人の配偶者のみに許可されますが、高齢

者、障害者等の特別の事情により必要が認められる場合、例外として、名義人の方

からみて３親等以内の方につき、使用承継をすることができます。 

＜問い合わせ先＞ 

入居希望の方⇒東京都住宅供給公社 募集センター ☎03-3498-8894（代表） 

入居中の方⇒東京都住宅供給公社 お客様センター☎0570-03-0071 

 

６ 都立施設の無料利用 

窓口に手帳を提示すれば手帳所持者本人とその付添人は無料で利用できます（２８

か所）。なお、付添人は必要な範囲に限ります（原則１人）。 

浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、小石川後楽園、六義園、向島百花園、清澄庭園、 

旧古河庭園、旧岩崎邸庭園、殿ケ谷戸庭園、神代植物公園、多摩動物公園、恩賜上野動物園、 

井の頭自然文化園、夢の島熱帯植物園、葛西臨海水族園、東京都江戸東京博物館、 

江戸東京たてもの園、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、東京体育館、 

駒沢オリンピック公園総合運動場、東京スポーツ文化館、東京武道館、東京辰巳国際水泳場、 

東京都障害者総合スポーツセンター、東京都庭園美術館、東京都多摩障害者スポーツセンター 

（令和５年１１月現在） 

７ 都立公園内駐車場の無料利用 

次の都立公園内の駐車場について、窓口で手帳を提示すれば無料で利用できます

（３４か所）。 

赤塚公園、井の頭恩賜公園、上野恩賜公園、宇喜田公園、浮間公園、大泉中央公園、大島小松川公園、 

葛西臨海公園、木場公園、砧公園、小金井公園、駒沢オリンピック公園、潮風公園、篠崎公園、 

石神井公園、城北中央公園、神代植物公園、舎人公園、野川公園、浜離宮恩賜庭園、光が丘公園、 

東綾瀬公園、府中の森公園、水元公園、武蔵野公園、武蔵国分寺公園、武蔵野中央公園、武蔵野の森公 

園、夢の島公園、代々木公園、和田堀公園、汐入公園、中川公園、蘆花恒春園 

※都庁駐車場については、有人の出口より退出する際に手帳を提示すると、無料で利用できます。 

（令和５年１１月現在） 
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８ 休養ホーム利用料の助成 

都内に在住する障害者の方（介護を必要とする場合は、利用者一人につき付き添い

の方一人を含む）が、東京都が指定する宿泊施設を利用する場合、その利用料の一部

を助成します（年間２泊まで）。 

＜問い合わせ先＞ 

財団法人日本チャリティ協会  ☎03-3353-5942 

 

９ NTT の電話番号案内の無料利用（ふれあい案内） 

事前の申し込みにより、NTT の電話番号案内（104）を無料で利用できます。 

＜問い合わせ先＞ 

 NTT  ☎0120-104174 

 

１０ 携帯電話の割引利用 

基本使用料、通話料が割引されます。 

＜問い合わせ先＞ 

 各携帯電話会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

 

１１ NHK 放送受信料の減免 

葛飾区の方の申請受付は、保健予防課（健康プラザかつしか）にて行っています。 

 適用条件 問い合わせ先 

全額免除 手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が

市町村民税（特別区民税含む）非課税の場合 

NHK 視聴者コールセンター 

☎0570-077-077 

☎050-3786-5003 半額免除 １級の手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合 

   

１２ 駐車禁止規制の除外 

都内に住所を有し、１級の手帳をお持ちの方が対象となります。（警察署の指示に

従い、適正にご使用ください。） 

 

＜問い合わせ先＞ 

葛飾警察署 交通規制係 ☎03-3695-0110（代表） 

亀有警察署 交通規制係 ☎03-3607-0110（代表） 
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１３ 航空旅客運賃の割引 

 一部の航空運送事業者において、精神障害者に対しても航空旅客運賃についても航

空旅客運賃の割引が適用されます。 

 

＜問い合わせ先＞ 

詳細は各航空会社にお問い合わせください。 

 

１４ 葛飾区施設使用料等の減免  

区立施設使用料の減免、区立施設の駐車場使用料の減免、区営住宅の入居要件・所

得要件の緩和、保育園（所）への優先入所など 

 

＜問い合わせ先＞ 

区内の各施設等にお問い合わせください。 

 

１５ タクシー運賃の割引  

写真付きの手帳で、都内の一部タクシー会社の運賃が１割引になります。 

 

＜問い合わせ先＞ 

詳細は各タクシー会社にお問い合わせください。 

 

１６ 生活保護の障害者加算（１級及び２級） 

 生活保護をすでに受給している方のうち、障害の原因となった疾病について、初め

て医師の診療を受けてから１年６か月を経過している方で、１級または２級の手帳を

お持ちの方は、障害者加算が付くことがあります。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 各福祉事務所の生活保護担当者にお問い合わせください。 

 

１７ 障害年金 

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を

受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合

は「障害厚生年金」が請求できます。障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が

設けられています。 
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●障害基礎年金について 

国民年金に加入中に初診のある病気やケガで一定の障害の状態になった場合で、所定の保険

料納付要件を満たした方が受け取ることができます。 

まずは、葛飾区国保年金課へご相談ください。 

 

【障害基礎年金を受けるための要件】 

初診日において国民年金に加入中か、６０歳以上６５歳未満で日本国内に住所があること。 

初診日の前々月までの加入期間のうち、３分の２以上の保険料納付済期間（免除期間を含

む）があること。 

令和８年３月３１日までに初診日のある場合は、特例的に初診日の前々月までの直近１年間

に保険料の未納がないこと。 

原則として初診日から１年６か月経過していること。 

国民年金法に定められた障害の状態であること。 

２０歳前に初診日がある場合は２０歳になっていること。 

（本人の所得制限があります。） 

 

＜問い合わせ先＞ 

●２０歳前に初診日がある病気やケガで重度の障害が残った場合、または第１号被保険者加入

期間中に初診日がある病気やケガで重度の障害が残った場合 

⇒ 葛飾区 国保年金課 国民年金係 ☎０3-5654-8214 

 

●初診日が第３号被保険者期間にある場合、または厚生年金等加入中に初診がある場合 

⇒ 葛飾年金事務所 ☎03-3695-2181（番号のかけ間違いにご注意ください） 

 

●共済組合加入中に初診がある場合 

⇒ 各共済組合にお問い合わせください。 

 

  

  

 

 

 

  

日本年金機構 予約相談専用電話 

☎0570-05-4890（ナビダイヤル） 

０５０で始まる電話でおかけになる場合は 

☎03-6631-7521（一般電話） 

受付時間：月～金曜日（平日）午前８:３０～午後５:１５ 

※土日祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。 

※ご連絡の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご準備ください。 
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１８ 葛飾区成年後見センター（社会福祉協議会） 

 

 高齢者や障害のある方が、住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、福祉

サービスの利用に関する相談や日常的金銭管理の援助、成年後見制度の利用相談など

をお受けしています。 

 一部有料となるサービスがあります。 

 

事業内容 

 

＜相談事業＞ 

 福祉サービスに関する相談や、財産の管理などに関する相談を電話や窓口でお受け

します。 

 また、成年後見制度の利用、遺言・相続などについての専門的な相談を弁護士・司

法書士（予約制・それぞれ月１回）がお受けします。 

 

＜訪問援助事業＞ 

 利用する方と契約を結び、生活支援員がご自宅を訪問して次の援助をします。 

 援助内容に応じた利用料がかかります。 

〇福祉サービスの利用手続きや利用料の支払いなどの援助 

 〇生活費を引き出して定期的にお届けしたり、家賃や公共料金の振込みなどの援助 

 〇預貯金通帳や証書、印鑑などのお預かり 

 

＜成年後見制度利用支援事業＞ 

成年後見制度に関する相談や申立て方法の案内など、成年後見制度の利用について

支援します。 

 

＜問い合わせ＞ 

葛飾区社会福祉協議会 葛飾区成年後見センター 

堀切３－３４－１ ウェルピアかつしか３階 ☎03-5672-2833 
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４ 障害者総合支援法の福祉サービス 

 

障害のある方が地域で安心して暮らすためのサービスを、障害の種類（身体

障害、知的障害、精神障害、難病等）を問わず、共通のしくみによって利用で

きます。 

※障害者総合支援法…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の略称 

障害福祉サービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付 

●居宅介護（ホームヘルプ） 

●重度訪問介護 

●同行援護  ●行動援護 

●重度障害者等包括支援 

●短期入所（ショートステイ） 

●療養介護  ●生活介護 

●施設入所支援 

訓練等給付 

●自立訓練 ●宿泊型自立訓練 

●就労移行支援 

●就労継続支援 

●就労定着支援 

●自立生活援助 

●共同生活援助 

（グループホーム） 

計画相談支援 自立支援医療 

地域相談支援 

●地域移行支援   ●地域定着支援 

補装具 

地域生活支援事業 

区が地域の特性や利用者の状況に応じて実施する事業 
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サービス費用 

 利用者負担は、原則１割負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設定

され、１か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じませ

ん。ただし、利用サービスによっては食費、光熱水費が実費負担となります。 

 

①所得を判断する際の世帯の範囲 

種別 世帯の範囲 

１８歳以上の障害者 

（施設に入所する１８，１９歳を除く） 
障害のある方とその配偶者 

１８歳未満の障害児 

（施設に入所する１８，１９歳を含む） 
保護者の属する住民基本台帳での世帯 

 

②月ごとの利用者負担上限額 

【１８歳以上の障害者の場合】 

通所施設、ホームヘルプ利用の場合 

所得区分 月額負担上限額 

生活保護・低所得（区民税非課税世帯） ０円      

一般１ 

（区民税の所得割１６万円未満） 
９，３００円      

一般２ 

（区民税の所得割１６万円以上） 
３７，２００円      

 

入所施設（２０歳以上）、グループホーム利用の場合 

所得区分 月額負担上限額 

生活保護・低所得（区民税非課税世帯） ０円      

一般（区民税課税世帯） ３７，２００円      

 

入所施設利用の場合（１８歳以上２０歳未満） 

所得区分 月額負担上限額 

生活保護・低所得（区民税非課税世帯） ０円      

一般１ 

（区民税の所得割２８万円未満） 
９，３００円      

一般２ 

（区民税の所得割２８万円以上） 
３７，２００円      

※入所施設を利用する場合、住民票の世帯が一般の方の所得区分に応じて、月額負担上限額が設定されています。 
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申請手続き 

 精神障害としてのサービスを利用するためには、以下のいずれかの書類を確

認する必要があります。 

（１）精神障害者保健福祉手帳 

（２）精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類（国民年金、

厚生年金などの年金証書等） 

（３）精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類 

（４）自立支援医療受給者証（精神通院医療に限る。） 

（５）医師の診断書（原則として主治医が記載し、国際疾病分類 ICD-１０コードを記

載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること）等 

 

申請窓口 

以下の窓口でご相談を受けています。（月曜日～金曜日 午前８時３０分から午後５時） 

青戸保健センター  青戸４－１５－１４  ☎03-3602-1284 

金町保健センター  金町４－１８－１９  ☎03-3607-4141 

新小岩保健センター 西新小岩４－３３－２ ☎03-3696-3781 

（にこわ新小岩） 

水元保健センター  東水元１－７－３   ☎03-3627-1911 

保健予防課     青戸４－１５－１４  ☎03-3602-1274 

 

申請からサービスが利用できるまでの流れ 

 

受付・申請   上記の申請窓口または「特定相談支援事業者」にご相談ください。 

  ↓ 

障害支援区分に係る認定調査  

障害支援区分とは、障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準

的な支援の度合いを総合的に示すもので、６段階の区分に分けられます。 

  ↓ 

障害支援区分の認定 

      
↓ ↓  
支給（要否）決定      

 ↓サービスの利用には、葛飾区の支給決定が必要です。 

利用契約とサービス利用  

区外事業者をご利用いただくこともできます。 

サービスの利用意向の徴取・アセスメント 

サービス等利用計画案の作成 
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１ 相談支援事業所  

■特定相談支援事業者 障害福祉サービス等の利用計画を作成します。  

事業所 所在地・電話 

葛飾区自立訓練事業所 

※高次脳機能障害等を対象とした機能訓練、生活訓練など 

堀切３－３４－１ ウェルピアかつしか内 

☎03-5698-1336 

社会福祉法人アムネかつしか 

地域活動支援センターもっく 

四つ木４－１１－８  

☎03-5654-6702 

社会福祉法人東京コロニー 

東京都葛飾福祉工場 障害者計画相談支援室 

立石８－５０－１ 

☎03-3693-6641 

NPO 法人おおぞら会 

相談支援センターおおぞら 

細田５－１６－１１ 

☎03-6458-0127 

OTA メディカル株式会社 

相談支援室ひまわり 

東新小岩６−１３−１２ 第一藤栄ハイツ１０２ 

☎03-5654-7026 

NPO 法人 SIEN 

相談支援事業所 さい 

青戸５－１４－２ 仙ノ倉ハイツ１階 

☎03-6848-5491 

株式会社グッドスタッフ 

きらら介護サービス 亀有 

青戸８－９－１６ 

☎03-5650-2735 

合同会社なないろ 

相談支援事業所なないろ 

西新小岩４－４０－２０ マンションサンエイドＡ２０２号 

☎03-5875-6441 

株式会社Ｈ＆Ｈ葛飾 

相談支援事業所デライト葛飾 

亀有１－２２－１７  

☎03-6662-5400 

社会福祉法人永春会 

相談支援センター アレーズ秋桜 

水元２－２０－１０ ２F 

☎03-5876-9027 

株式会社 ONE 

相談支援事業所ワン 

柴又６－１２－１８ ２F 

☎090-8941-5700 

（令和５年１２月末現在） 

※上記は区内の主な事業者です。区外の事業者をご利用いただくこともできます。 
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■一般相談支援事業所 

精神障害のある方の相談に応じて必要な情報を提供するほか、障害福祉サービスの利用支援

等を行います。 

事業所 所在地・電話 

社会福祉法人アムネかつしか 

地域活動支援センターもっく（*１） 

四つ木４－１１－８  

☎03-5654-6702 

NPO 法人 SIEN 

相談支援事業所 さい（*１）(*２) 

青戸５－１４－２ 仙ノ倉ハイツ１階 

☎03-6848-5491 

(*1) 地域移行支援を実施 (*2) 地域定着支援を実施     （令和５年１２月末現在） 

 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における

生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活

に移行するための相談や必要な支援を行います。 

 

地域定着支援 

単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要

な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。 

 

２ 地域活動支援センター 

障害のある方が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができる

ように、利用者に創作的活動や生産活動の機会の提供し、社会との交流の促進を図る

ことを目的とした通所施設です。 

事業所 所在地・電話 

社会福祉法人アムネかつしか 

★地域活動支援センターもっく 

四つ木４－１１－８ 

☎03-5654-6702 

社会福祉法人アムネかつしか 

地域活動支援センターコパン 

新宿３－９-１１ 

☎03-6410-6149 

社会福祉法人アムネかつしか 

あすなろの家※R６年度中開設予定 

新小岩３－２０－６ 

☎03-6662-8842 

NPO 法人 SIEN 

★地域活動支援センターなぎ 

青戸５－１４－２ 仙ノ倉ハイツ１階 

☎03-6662-4201 

 （次頁に続く） 
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（前頁の続き）  

葛飾区地域活動支援センター 

※身体障害、知的障害、高次脳機能障害 

堀切３－３４－１ ウェルピアかつしか内 

☎03-5698-1336 

★ 相談支援事業所を併設 （令和５年１２月末現在） 

 

３ 共同生活援助（グループホーム） 

障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排

せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 

このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神

状態の安定などが期待されます。 

地域の民間アパートなどを共同生活住居とし、世話人等の職員が日常生活に必要な

支援を行います。 

 

４ 自立訓練（生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な

訓練を行います。 

事業所 種別 所在地・電話 

葛飾区自立訓練事業所 

高次脳機能障害等を対象とした機能訓練、生活訓練など 

自立訓練 

生活訓練 

堀切３－３４－１ウェルピアかつしか内 

☎03-5698-1336 

NPO 法人 SIEN 

生活訓練センター そう 

自立訓練 

生活訓練 

青戸５-３３-９若林ビル１階・２階 

☎03-6231-2380 

NPO 法人めぐみの 

就労移行支援施設すずかぜ・新宿 

自立訓練 

生活訓練 

新宿２－１５－１０ 

☎03-5876-9101 

（令和５年１２月末現在） 

※上記は区内の事業者です。区外の事業者をご利用いただくこともできます。 
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５ 就労支援  

●就労移行支援 

 就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓

練を行います。…就労移行 

●就労継続支援 A 型 

 一般企業等での就労が困難な方に、雇用契約に基づく就労の場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。…継続 A 型 

●就労継続支援 B 型 

 一般企業等での就労が困難な方に、就労の場を提供するとともに、知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行います。…継続 B 型 

●就労定着支援 

 一般企業に就職した方に、一定期間、職場定着に向けた支援を行います。 

事業所 種別 所在地・電話 

社会福祉法人アムネかつしか 

就労支援施設ビオラ 

就労移行 

継続 B 型 

新宿３－９－１１ 

☎03-6410-6147 

社会福祉法人アムネかつしか 

第２あすなろの家 
継続 B 型 

宝町２－２－２７ 

☎03-5698-8293 

社会福祉法人アムネかつしか 

あすなろの家 
継続 B 型 

西新小岩４－２１－１２ 

☎03-6662-8842 

社会福祉法人アムネかつしか 

さくらハウス 
継続 B 型 

新宿２-１１-１１コイズミハイツ１０１ 

☎03-3627-3473 

社会福祉法人東京コロニー 

東京都葛飾福祉工場 立石工場 

就労移行 

継続 A 型 

継続 B 型 

立石８－５０－１ 

☎03-3693-6640 

社会福祉法人東京コロニー 

東京都葛飾福祉工場 

継続 A 型 

継続 B 型 

金町２－８－２０ 

☎03-3600-4001 

株式会社オフィス華 

レッツ・エンジョイ 
継続 B 型 

堀切２－６－４ ぷれじお華３階  

☎03-6662-8701 

NPO 法人めぐみの 

就労移行支援施設すずかぜ・新宿 
継続 B 型 

新宿２－１５－１０ 

☎03-5876-9101 

一般社団法人ライフステップ 

グリーンカフェ 
継続 B 型 

新小岩１－４９－２ 古屋ビル３階 

☎03-5879-4435 

一般社団法人ライフステップ 

手まり 
継続 B 型 

新小岩１-５１-１３ 大栄ビル３階 

☎03-6231-4031 

 （次頁に続く） 
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（前頁の続き）  

UｐDraft 合同会社 

アップドラフト 
継続 A 型 

東金町１－４２－１０金町ビル３階 

☎03-5876-5948 

株式会社ビジネスパートナーズ 

あさひ 

就労移行 

継続 B 型 

金町６－５－８ 

☎03-3826-6075 

合同会社１st-planning 

ファーストプランニング 
継続 A 型 

柴又６－１２－１８ ２階 

☎03-6458-0420 

一般社団法人テイクハート 

テイクハート青戸 
就労移行 

青戸３－２７－１１ 南葛ビル６階 

☎03-6657-6525 

一般社団法人テイクハート 

テイクハート金町 
就労移行 

東金町１-４２-５ 豊勢金町ビル６階 

☎03-5876-4650 

フューチャーダイアリー株式会社 

叶夢（かなん） 
継続 B 型 

南水元２－２３－２０ 

☎070-5575-2851 

株式会社静文堂 

花だより リアン 
継続 B 型 

西新小岩４－３１－２ 

☎03-6657-7787 

株式会社むｇｅｎｇｏ ｄｅｓｉｎｇ 

りｍｉｘ ｓｔｕｄｉｏ とら 
継続 B 型 

奥戸２－３２－５ 

☎03-6356-8313 

株式会社むｇｅｎｇｏ ｄｅｓｉｎｇ 

り mix studio とら 

／ り mix store ゆきひょう 

継続 B 型 
新小岩２-９-５-０００１ 

☎03-6356-8313 

株式会社おもつな 

ドンと来い 亀有 
継続 B 型 

亀有２－３４－５－２階 

☎03-6662-5658 

NPO 法人おおぞら会 

就労支援センターファンタジア 
継続 B 型 

細田５－１６－１１ 

☎03-6458-0127 

NPO 法人おおぞら会 

就労支援センターファンタジア 

／ パン工房 ル・マンマ 

継続 B 型 
細田５－１４－１７ 

☎03-6657-8879 

NPO 法人おおぞら会 

就労支援センターファンタジア 

／ 柴又まちの駅･ファンタジア 

継続 B 型 
柴又７−９−１６ 

☎03-6657-9675 

株式会社ココルポート 

Cocorport 新小岩駅前 Office 
就労移行 

西新小岩１−３−１１ フォーラム新小岩５階 

☎03-6657-6190 

（令和５年１２月末現在） 

※上記は区内の主な事業者です。区外の事業者をご利用いただくこともできます。 
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福ナビ 東京の福祉ナビゲーション 

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/ 

「とうきょう福祉ナビゲーション」＝「福ナビ」は、東京の福祉のポータル 

サイトです。都民の皆様が、福祉サービスを利用する際に必要とされる様々 

な情報を提供しています。 

WAM NET（ワム・ネット） 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/ 

WAM 独立行政法人医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合サイト 

全国の指定障害福祉サービス等施設・事業所の情報をインターネットで 

検索することができます。 

６ 福祉サービスの検索サイト 
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５ 就労相談 

 

１ 障害者就労支援センター 

障害のある方の自立と社会参加を促進するために開設された施設です。 

仕事探しから就職後まで、障害のある方の就労に関する支援をしています。 

利用料は無料です。 

 

＜対象＞ 

区内在住で障害者手帳を持つ、概ね 18 歳以上の就労意欲のある方 

＜利用方法＞ 

利用には登録が必要です。事前にご相談ください。 

＊登録に必要なもの 

 障害者手帳（精神保健福祉手帳・愛の手帳・身体障害者手帳） 

 ハローワークカード（お持ちの方） 

 「主治医の意見書」が必要な場合があります。 

＜事業内容＞ 

＊就労全般に関する相談 

＊余暇活動の情報提供 

＊障害者雇用に関する企業からの相談 

＊企業からの仕事受注（区内の就労関連施設で作業できるもの） 

＊障害者雇用に関する啓発活動（かつしか障害者雇用フェアの開催） 

＊障害者雇用の職場開拓 

＜チャレンジ雇用事業＞ 

知的障害もしくは精神障害のある方を区の職員として雇用しています。 

区役所内の各課から依頼された事務補助作業を通してビジネスマナーの習得 

や軽作業等の技術向上を図り、一般企業への就労を目指して支援を行いま 

す。 

※採用には一定の条件があります。「広報かつしか」等で募集を行います。（不定期） 

 

＜問い合わせ＞  

就労に関する相談（障害者就労支援センター） 

 葛飾区立石５－２７－１（ウィメンズパル 2 階） 

 ☎03-3695-2224 FAX：03-3696-1872 

月曜日～金曜日 午前 9 時～午後５時 
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２ ハローワーク（公共職業安定所） 

 求人・求職の申し込みや、常用・パートタイムなどの職業紹介、職業技術専

門学校などの入学あっせん、失業給付の手続きを行っています。 

 

■ハローワーク墨田 

墨田区江東橋２－１９－１２  ※☎03-5669-8609（代表） 

窓口番号 窓口名 業務内容 自動音声案内部門コード 

32 障害のある方の職業相談コーナー 障害のある方の職業相談と紹

介 

４８＃ 

 ※自動音声案内を導入しています。 
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６ こころの健康相談と医療 

 

１  こころの健康相談（精神保健相談） 

保健センターでは、こころの健康について、ご本人からの相談はもちろん、周り

の方がどのように対応したらいいのか、何ができるかなど、ご家族の方や支援者の

方からの相談も受け付けています。 

また、こころの健康に関する知識を深めることができるように、うつ病等の講演

会・講座を開催しています。講演会等の詳細については、広報などでお知らせして

います。 

保健センター 管 轄 

青戸保健センター 
葛飾区青戸 4-15-14 

（健康プラザかつしか） 

☎03-3602-1284 

立石、東立石、四つ木、東四つ木、宝町、堀切、 

東堀切、小菅、お花茶屋、白鳥、亀有、西亀有、 

青戸、高砂（１丁目） 

金町保健センター 
葛飾区金町 4-18-19 

☎03-3607-4141 

 

奥戸（９丁目）、高砂（２～８丁目）、鎌倉、 

細田（１・３～５丁目）、柴又、新宿、金町、 

東金町（１・３～４・６～７丁目） 

新小岩保健センター 
葛飾区西新小岩 4-33-2 

（にこわ新小岩） 

☎03-3696-3781 

 

新小岩、東新小岩、西新小岩、奥戸（１～８丁目）、 

細田（２丁目） 

水元保健センター 
葛飾区東水元 1-7-3 

☎03-3627-1911 

 

東金町（２・５・８丁目）、水元、東水元、南水元、 

西水元 

※お住まいによって、担当の保健センターが異なります。 
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２  こころの電話相談  

 東京都立精神保健福祉センターは、こころの悩み、精神疾患や障害に関する

さまざまなご相談を受け付けています。 

ご相談は無料です。ご相談に関する秘密は厳守致します。 

こころの電話相談 ☎03-3844-2212 

年末年始、祝休日を除く月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時まで 

▼下記の専門相談も実施しています。 

アルコール・薬物・ギャンブル等の問題についての相談、思春期青年期相談、高齢者精神医療相談 

まず「こころの電話相談」にお電話ください。 

電話でお話を伺い、必要な場合は面接相談をいたします。 

出典：東京都立精神保健福祉センターホームページ

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sitaya/seishin/ 

 

３ 夜間こころの電話相談 

 東京都では、夜間こころの電話相談を実施しています。 

 精神的な問題で困った時や、よく眠れない、やる気がでない、死にたくなる

などつらい時は気軽にご利用ください。 

専門の相談員が対応します。 

夜間こころの電話相談 ☎03-5155-5028 

毎日、午後 5 時から午後 10 時まで（受付は午後 9 時 30 分まで） 

出典：東京都福祉局ホームページ

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/sodan/kokoro_tel.html 

 

４ こころの体温計 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、こころや体の疲れを感じていませんか？ 

パソコンやスマホでいつでも気軽にストレス度や落ち込み度を 

チェックできる「こころの体温計」をご利用ください。 

左記 QR コードもしくは区ホームページからアクセスできます。 

 飾区ホームページ  

トップページ > くらしのガイド > 健康・医療・衛生 > こころの健康 > 「ここ

ろの体温計」（メンタルセルフチェック） 
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５ 精神科夜間休日救急診療 

 夜間や休日に急に具合が悪くなったとき、病院や診療所が休診で、相談でき

るところがない場合に利用できる制度です。 

〈利用方法〉 

 ①東京都保健医療情報センター（ひまわり）に電話でご相談ください。 

  ☎03-5272-0303 

 ②（精神科の受診相談を希望される場合）精神科救急医療情報センターに転

送され、専門職員が状況をお聞きします。 

③（受診の必要性があると判断された場合）精神科救急の病院・診療所と連

携をとり、受診先のご案内をします。 

〈利用時の注意点〉 

・受診先へ行くのは、本人又は家族の方で行っていただきます。 

・医師の診察を経て必要性があると判断された場合、入院となります。 

・夜間休日救急のうち、都立及び公社の 4 病院 ( 墨東病院、豊島病院、松沢

病院、多摩総合医療センター ) に入院した場合、緊急医療用のベッド確保の

ため、原則として翌日以降に他の民間病院へ転院となります。 

なお、転院先については、当番制で決まっています。 

・精神科救急医療情報センターで受ける相談は、医療を必要とする方にできる

限り早く医療を確保するための救急医療相談です。長時間にわたって、ここ

ろの相談を行うものではありません。 

 

 

６ 精神科・精神神経科・心療内科 医療機関名簿 

この名簿は各医療機関へのアンケート調査で掲載を希望された医療機関のみ

掲載しています。 

冊子については、都庁第一本庁舎 3 階南側の「都民情報ルーム」 

（☎03-5388-2276）及び一部書店にて販売しております。 

購入については、「都民情報ルーム」にお問い合わせください。 

※発行は隔年です。 

出典：東京都福祉局ホームページ   

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/chusou/meibo_chosa/4iryokikan.html 

各区の医療機関名簿をダウンロードしていただけます。 
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７「わたしの便利帳」抜粋 関連情報をお届けします 

 

２０２１～２０２４年 わたしの便利帳 かつしか暮らしのガイドブック 

 

【配布場所】 

広報課（区役所 2 階 211 番）、区民事務所、区民サービスコーナーなど 

転入される方には、区民事務所・戸籍住民課で転入手続きの際にお渡しします。 

 

各項目の詳細を区ホームページで簡単に検索・閲覧できる「便利帳コード」が利

用できます。便利帳コードを、区ホームページの検索ボックスに入力すると、便

利帳にある情報の詳細をご覧になれます。 

 

 

 

 

 

  

〒124-8555 葛飾区立石 5-13-1 葛飾区役所 2 階 211 番窓口 

☎03-5654-8116 FAX：03-5698-1502 広報課広報係 

 









新小岩駅 徒歩8分　　

「巽橋」下車 徒歩5分

京成バス(新小53)・京成タウンバス(新小51・52)

西新小岩4-33-2（にこわ新小岩）
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